
新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応
～ プライバシーの保護に配慮して ～

坂出市教育員会は、児童生徒が新型コロナウイルス感染症に感染した場合及び疑いのある場

合について、香川県教育委員会が作成した『学校における感染症予防対策ガイドライン」を基

に、下図のとおり対応することとしました。

つきましては、お子様が健康で安全な生活が送れるようご理解・ご協力をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症に係る誤解や偏見に基づく差別や誹謗中傷については、厳

に慎むようお願いします。

令和４年１月改訂 坂出市教育委員会

本人 出席停止
１０日間自宅待機後に登校

（最後に濃厚接触した日の翌日から起算して）
【 濃厚接触者の出席停止期間の基準より】

本人が
濃厚接触者

陽性 陰性

ＰＣＲ検査等

○ 臨時休業（学級閉鎖）の期間中は、不要・不急の外出を控え、引き続きご家庭での感
染防止の対策にご協力をお願いします。

○ 期間中にご家族やお子様に体調の変化が見られた場合には、すみやかに学校までご連
絡をお願いします。

＜お問い合わせ先＞
坂出市教育委員会 学校教育課 〒762-0003 坂出市久米町1-18-20

電話 0877-44-5024 FAX 0877-44-4566

○ プライバシーの保護に十分配慮します。

保護者の皆様へ図３

・保健所より検査指示
結果判明まで自宅待機【出席停止】

・保健所より検査不要：
健康状態良好 ⇒ 出席可
保護者 自宅待機希望 【出席停止】

・ＰＣＲ検査結果 陰性
健康状態良好 ⇒ 出席可
保護者 自宅待機希望 【出席停止】

・発熱等の風邪の症状【出席停止】
保健所に相談、病院受診など

濃厚接触者に特定

児童生徒

同居者が
感染者

濃厚接触者に特定されていない場合

本人が感染者

○ プライバシーの保護に十分配慮します。

○市教育委員会・保健所・学校医等と連携し、指導助言を受けながら対応します。

学校内で感染が広がっている可能性が高い場合

上記以外

本人 出席停止

学校の全部又は一部の臨時休業

学校教育活動を継続


